
12昭島市役所 ☎042-544-5111（代表） FAX 042-546-5496

　令和３年度末を目標に事業手法の変更に向けた代替
計画を策定するため、長期化した事業区域内の道路整
備などについて検討する市民委員を募集します。
　他の審議会・委員会などの委員は応募できません。
◇ 対象　次のいずれかに該当する方
＊ 第二工区の北・西ブロック、第三工区内の土地の所
有権または借地権がある

＊ 20歳以上で第二工区の北・西ブロック、第三工区内
に住所がある
◇ 定員　
＊ 第二工区の北・西ブロック＝各７人（多数選考）
＊ 第三工区＝９人（多数選考）
◇ 任期　８月１日～令和４年３月（予定）
◇ 応募　応募用紙（中神土地区画整理事務所、市役所
都市計画係にあり／市ホームページからダウンロー
ドも可）に必要事項と、応募の動機または事業区域
内の道路などについて感じていることを記入し、７
月９日（必着）までに〒196-0022中神町1136-16　区

画整理課へ
☆詳しくは、区画整理課（中神土地区画整理事務所内）
☎545-4100へ。

　

第
１
号
被
保
険
者
の
保
険
料
は
、

３
年
ご
と
に
策
定
す
る
介
護
保
険
事

業
計
画
に
基
づ
き
改
定
さ
れ
ま
す
。

　
令
和
３
年
度
の
保
険
料
は
、
第
８

期
事
業
計
画（
３
〜
５
年
度
）の
策
定

に
合
わ
せ
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の

利
用
見
込
み
量
な
ど
を
基
に
見
直
し

ま
し
た
。

　
詳
し
く
は
、介
護
保
険
料
納
入（
決

定
）通
知
書
に
同
封
の
案
内
、
ま
た

は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

保
険
料
の
納
入（
決
定
）通
知
書

を
７
月
中
旬
ま
で
に
送
付

　
保
険
料
を
納
付
書
で
納
付
す
る
方

に
は
、納
入
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

７
月
分（
第
１
期
）の
納
期
限
は
８
月

２
日（
月
）で
す
。

　
口
座
振
替
で
納
付
す
る
方
、
年
金

受
給
額
か
ら
差
し
引
か
れ
る
方（
年

額
18
万
円
以
上
の
年
金
受
給
者
）に

は
、
決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

　
な
お
、
こ
れ
ら
は
70
歳
以
上
の
方

が
東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス
を
購
入
す

る
際
の
必
要
書
類
と
し
て
使
用
で
き

ま
す
。再
発
行
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

介
護
保
険
制
度
の
お
知
ら
せ

65
歳
以
上
の
方（
第
１
号
被
保

険
者
）の
介
護
保
険
料

65
歳
以
上
の
方
へ

中神土地区画整理事業区域内道路等検討委員会の市民委員を募集

大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
り
、
収
入
が
減
少
す
る
な

ど
し
た
場
合
、
免
除
ま
た
は
減
額
を

す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。詳
し
く
は
、

４
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
方
に
も
減
免
な
ど
の
制
度
が
あ
り

ま
す
。
申
請
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

＊
震
災
・
風
水
害
・
火
災
な
ど
で
、

住
宅
や
家
財
な
ど
の
財
産
に
著
し

い
損
害
を
受
け
た

＊
生
計
維
持
者
の
死
亡
や
長
期
間
の

入
院
な
ど
、
や
む
を
え
な
い
理
由

で
収
入
が
著
し
く
減
少
し
た

＊
事
業
や
業
務
の
休
廃
止
、
失
業
、

天
候
不
順
に
よ
る
農
作
物
の
不
作

な
ど
の
理
由
で
、
生
計
維
持
者
の

収
入
が
著
し
く
減
少
し
た

＊
世
帯
の
収
入
が
、
一
定
の
基
準
に

満
た
な
い

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
の
自
己
負

担
割
合
は
通
常
１
割
〜
３
割
で
、
残

額
が
介
護
保
険
か
ら
給
付
さ
れ
ま
す

が
、保
険
料
を
滞
納
す
る
と
次
の
と

お
り
制
限
さ
れ
ま
す
。

①
１
年
以
上
の
滞
納
＝
介
護
サ
ー
ビ

ス
利
用
料
が
全
額
自
己
負
担
と
な

る
。
申
請
す
る
こ
と
で
保
険
給
付

分
が
払
い
戻
さ
れ
る

②
１
年
６
か
月
以
上
の
滞
納
＝
①
と

同
様
に
制
限
。
た
だ
し
、
払
い
戻

さ
れ
る
分
か
ら
、
滞
納
し
て
い
る

保
険
料
が
差
し
引
か
れ
る

③
２
年
以
上
の
滞
納
＝
介
護
サ
ー
ビ

ス
利
用
料
の
自
己
負
担
割
合
が
一

定
期
間
３
割（
自
己
負
担
が
３
割

の
方
は
４
割
）と
な
る
ほ
か
、高
額

介
護
サ
ー
ビ
ス
な
ど
が
受
け
ら
れ

な
く
な
る

　
要
介
護
認
定
、
及
び
、
要
支
援
認

定
を
受
け
て
い
る
方
を
対
象
に
、
介

護
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
の
自
己
負
担
割

合
を
示
す
証
明
書
を
、
７
月
中
旬
に

送
付
し
ま
す
。

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
と
き

は
、
介
護
保
険
証
と
一
緒
に
提
示
し

て
く
だ
さ
い
。
な
お
、有
効
期
間
は
、

８
月
１
日
〜
令
和
４
年
７
月
31
日
で

す
。

☆
詳
し
く
は
、
保
険
料
に
つ
い
て
は

介
護
福
祉
課
保
険
料
担
当
、
介
護
保

険
負
担
割
合
証
に
つ
い
て
は
介
護
保

険
係
へ
。

保
険
料
を
納
め
ず
に
い
る
と

介
護
保
険
負
担
割
合
証
を
送
付

保
険
料
の
減
免

諏
訪
松
中
通
り
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多
摩
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通
り

富
士
見
通
り
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●
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むさしの
保 育 園


